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(57)【要約】
【課題】画像データと、画像データに付加されている音
声データから変換されたテキストデータを好適に配置し
て印刷することが可能な画像出力受付端末等を提供する
。
【解決手段】画像出力受付端末内のコンピュータが有す
るテキスト変換部６４は、画像選択部６３によって受け
付けられた選択画像のうち、音声データが付加されてい
る場合には、その音声データをテキストに変換する。ま
たテキスト変換部６４は、音声データの特徴量（音量や
周波数など）を抽出し、その特徴量に応じて、文字の種
類（フォント）、文字のサイズ、文字の色などを決定す
る。印刷実行部６７は、印刷対象の画像データおよび変
換されたテキストデータを所定位置に配した後、印刷デ
ータに変換し、印刷データの印刷を実行する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体または携帯端末に記憶されている画像データの入力を制御する入力制御手段と
、
　前記画像データに音声データが付加されている場合、前記音声データをテキストデータ
に変換するテキスト変換手段と、
　前記変換手段により変換された前記テキストデータの表示を制御する表示制御手段と、
　前記画像データおよび前記テキストデータが配置された印刷データを生成し、印刷の実
行を指示する印刷実行手段と
　を備えることを特徴とする画像出力受付端末。
【請求項２】
　前記画像データの中から、印刷する所定の画像データを選択する選択手段をさらに備え
、
　前記テキスト変換手段は、前記選択手段により選択された前記所定の画像データに音声
データが付加されていた場合に、前記音声データをテキストデータに変換する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像出力受付端末。
【請求項３】
　前記テキスト変換手段は、前記音声データの特徴量に基づいて、前記テキストデータの
文字サイズ、フォント、文字色のうち、少なくとも１つを決定する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の画像出力受付端末。
【請求項４】
　前記テキストデータを編集する編集手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の画像出力受付端末。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記画像データのサムネイル画像の一覧の表示をさらに制御する
とともに、前記画像データのサムネイル画像上に、前記音声データが付加されていること
を示すマークの表示を制御する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の画像出力受付端末。
【請求項６】
　前記入力制御手段により入力が制御された前記画像データの中から、前記音声データが
付加されている画像データと、前記音声データが付加されていない画像データを区別して
検索する検索手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の画像出力受付端末。
【請求項７】
　前記印刷実行手段は、前記画像データに撮影位置情報が付加されている場合、前記撮影
位置情報に基づいて、撮影ポイントを示す地図が配置された印刷データを生成し、印刷の
実行を指示する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の画像出力受付端末。
【請求項８】
　記憶媒体または携帯端末に記憶されている画像データの入力を制御する入力制御ステッ
プと、
　前記画像データに音声データが付加されている場合、前記音声データをテキストデータ
に変換するテキスト変換ステップと、
　前記変換ステップにより変換された前記テキストデータの表示を制御する表示制御ステ
ップと、
　前記画像データおよび前記テキストデータが配置された印刷データを生成し、印刷の実
行を指示する印刷実行ステップと
　を含むことを特徴とする画像出力受付方法。
【請求項９】
　記憶媒体または携帯端末に記憶されている画像データの入力を制御する入力制御ステッ
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プと、
　前記画像データに音声データが付加されている場合、前記音声データをテキストデータ
に変換するテキスト変換ステップと、
　前記変換ステップにより変換された前記テキストデータの表示を制御する表示制御ステ
ップと、
　前記画像データおよび前記テキストデータが配置された印刷データを生成し、印刷の実
行を指示する印刷実行ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声データ付き画像データの印刷を行う画像出力受付端末に関し、特に、画
像データと、画像データに付加されている音声データから変換されたテキストデータを好
適に配置して印刷することが可能な画像出力受付端末等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、利用者が所有する記憶媒体に記憶されている画像データの印刷を行う画像プリン
トシステムが広く普及している。利用者は、画像プリントシステムの画像出力受付端末を
操作することにより、デジタルカメラ等で撮影した画像を印刷することができる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、デジタルカメラ等で撮影された写真を取り込み、印刷用紙に
印刷する印字処理装置に関し、写真データに対応する音声データがある場合には、音声デ
ータを文字情報に変換し、その文字情報を吹出絵として画像上に配置して印刷する技術が
提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１０８４４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の技術では、予め決められたレイアウト様式に、変換された文字情報が吹出
絵として配置されてしまうため、文字情報の文字数が多いと、文字情報を格納する吹出絵
の領域が大きくなってしまう課題があった。
【０００６】
　本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたもので、その目的とすることは、音声デー
タ付き画像データの印刷において、画像データと、画像データに付加されている音声デー
タから変換されたテキストデータを好適に配置して印刷することが可能な画像出力受付端
末および画像出力受付方法、並びに、そのプログラムである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達成するために、第１の発明は、記憶媒体または携帯端末に記憶されて
いる画像データの入力を制御する入力制御手段と、前記画像データに音声データが付加さ
れている場合、前記音声データをテキストデータに変換するテキスト変換手段と、前記変
換手段により変換された前記テキストデータの表示を制御する表示制御手段と、前記画像
データおよび前記テキストデータが配置された印刷データを生成し、印刷の実行を指示す
る印刷実行手段とを備えることを特徴とする画像出力受付端末である。第１の発明によっ
て、画像データと、画像データに付加されている音声データから変換されたテキストデー
タを好適に配置して印刷することができる。
【０００８】
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　前記画像データの中から、印刷する所定の画像データを選択する選択手段をさらに備え
、前記テキスト変換手段は、前記選択手段により選択された前記所定の画像データに音声
データが付加されていた場合に、前記音声データをテキストデータに変換する。
　これにより、全ての音声データをテキストデータに変換するのではなく、選択された画
像データに付加されている音声データのみをテキストデータに変換することで、効率良く
印刷処理を行うことができる。
【０００９】
　前記テキスト変換手段は、前記音声データの特徴量に基づいて、前記テキストデータの
文字サイズ、フォント、文字色のうち、少なくとも１つを決定する。
　これにより、より娯楽性のあるプリントサービスを提供することができる。
【００１０】
　前記テキストデータを編集する編集手段をさらに備える。
　これにより、利用者が自分好みのプリント物に編集することができる。
【００１１】
　前記表示制御手段は、前記画像データのサムネイル画像の一覧の表示をさらに制御する
とともに、前記画像データのサムネイル画像上に、前記音声データが付加されていること
を示すマークの表示を制御する。
　これにより、利用者は、画像データに音声データが付加されているか否かを容易に確認
することができる。
【００１２】
　前記入力制御手段により入力が制御された前記画像データの中から、前記音声データが
付加されている画像データと、前記音声データが付加されていない画像データを区別して
検索する検索手段をさらに備える。
　これにより、利用者は、音声データが付加されている画像データのみの印刷注文を容易
に行うことができる。
【００１３】
　前記印刷実行手段は、前記画像データに撮影位置情報が付加されている場合、前記撮影
位置情報に基づいて、撮影ポイントを示す地図が配置された印刷データを生成し、印刷の
実行を指示する。
　これにより、利用者は、旅の足取りなどを記したプリント物を得ることができる。
【００１４】
　第２の発明は、記憶媒体または携帯端末に記憶されている画像データの入力を制御する
入力制御ステップと、前記画像データに音声データが付加されている場合、前記音声デー
タをテキストデータに変換するテキスト変換ステップと、前記変換ステップにより変換さ
れた前記テキストデータの表示を制御する表示制御ステップと、前記画像データおよび前
記テキストデータが配置された印刷データを生成し、印刷の実行を指示する印刷実行ステ
ップとを含むことを特徴とする画像出力受付方法である。
【００１５】
　第３の発明は、記憶媒体または携帯端末に記憶されている画像データの入力を制御する
入力制御ステップと、前記画像データに音声データが付加されている場合、前記音声デー
タをテキストデータに変換するテキスト変換ステップと、前記変換ステップにより変換さ
れた前記テキストデータの表示を制御する表示制御ステップと、前記画像データおよび前
記テキストデータが配置された印刷データを生成し、印刷の実行を指示する印刷実行ステ
ップとを含む処理をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、音声データ付き画像データの印刷において、画像データと、画像データ
に付加されている音声データから変換されたテキストデータを好適に配置して印刷するこ
とが可能な画像出力受付端末および画像出力受付方法、並びに、そのプログラムを提供す
ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像出力受付端末の外観斜視図である。
【図２】画像出力受付端末のハードウエアの構成例を示すブロック図である。
【図３】製本機のハードウエアの構成例を示すブロック図である。
【図４】画像出力受付端末１のコンピュータの機能構成例を示すブロック図である。
【図５】録音データ付き画像の撮影処理を説明するフローチャートである。
【図６】画像出力受付端末の処理を説明するフローチャートである。
【図７】図６に続くフローチャートである。
【図８】サムネイル画面の表示例を示す図である。
【図９】テキスト確認画面の表示例を示す図である。
【図１０】テキスト編集画面の表示例を示す図である。
【図１１】音声付き画像選択画面の表示例を示す図である。
【図１２】プリント方法選択画面の表示例を示す図である。
【図１３】サムネイル画面の他の表示例を示す図である。
【図１４】地図画面の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面に基づいて、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像出力受付端末１の外観斜視図である。
【００２０】
　画像出力受付端末１は、店頭において、入力メディア（記憶媒体）や携帯端末に記憶さ
れている画像データの印刷を受け付け、印刷を行う端末である。画像出力受付端末１は、
予め画像データが記憶された入力メディアや携帯端末（いずれも不図示）から画像データ
を取得し、内部に保持する。
【００２１】
　入力メディアは、例えば、DVD-ROM／CD-ROM／CD-R／CD-RW、コンパクトフラッシュ（登
録商標）、SD（Secure Digital）カード、ミニSDカード、マイクロSDカード、xD－ピクチ
ャーカード、Smart Media（登録商標）、MEMORY STICK（登録商標）、USB（Universal Se
rial Bus）メモリ等である。
【００２２】
　携帯端末は、例えば、スマートフォン、iPhone（登録商標）、カメラ付き携帯電話機、
iPad（登録商標）、携帯型パーソナルコンピュータ等である。通信方法は、例えば、blue
tooth（登録商標）、IR（赤外線通信）等である。
【００２３】
　画像出力受付端末１の上部正面には、タッチパネル付ディスプレイ１１が配置されてい
る。タッチパネル付ディスプレイ１１は、操作の案内、操作の状況、読み込んだ画像デー
タ等を表示するとともに、利用者からの指示を受け付ける。利用者は、タッチパネル付デ
ィスプレイ１１を介して、印刷注文する画像データの選択、画像データの画像処理の指示
等を行う。
【００２４】
　タッチパネル付ディスプレイ１１の下部には、メディア投入口１２および通信口１３が
設けられている。メディア投入口１２は、各メディアの挿入口であり、複数の挿入口が１
箇所にまとめて配置されている。通信口１３は、各携帯端末と通信を行うための通信ポー
トであり、複数の通信ポート（赤外線ポートやUSB（Universal Serial Bus）ポートなど
）が１箇所にまとめて配置されている。
【００２５】
　画像出力受付端末１の下段部の前面板１４には、レシート取出口１５、硬貨投入口１６
および紙幣挿入口１７のような料金投入口、つり銭返却口１８、プリント物取出口１９、
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ドア開閉キー２０、メンテナンスキー２１等が設けられている。
【００２６】
　レシート取出口１５、硬貨投入口１６、紙幣挿入口１７、つり銭返却口１８は、利用者
によるプリント物の注文内容に応じた入金を要求する課金手段として機能する。利用者は
、硬貨投入口１６に硬貨を投入したり、紙幣挿入口１７に紙幣を挿入したりすることによ
り、プリント物の料金を支払う。つり銭がある場合には、つり銭返却口１８から放出され
る。また、料金徴収後、徴収金額や注文内容等が印刷されたレシートがレシート取出口１
５から放出される。
【００２７】
　プリント物取出口１９には、画像出力受付端末１の筐体内に設置されるプリンタにより
印刷されたプリント物が排出される。ドア開閉キー２０は、画像出力受付端末１の前面板
１４を開閉するためのキーである。メンテナンスキー２１は、利用者が画像出力受付端末
１を利用可能な運転モードと、管理者が画像出力受付端末１のメンテナンスや設定、レシ
ートの再印刷等を行う管理モードを切り替えるためのキーである。
【００２８】
　本実施の形態で用いられる画像データには、音声データ（録音データ）付きのものがあ
る。この音声データ付き画像データが印刷注文された場合には、画像出力受付端末１は、
音声データをテキストデータに変換し、変換したテキストデータを対応する画像の所定位
置に配置して印刷する。
【００２９】
　つまり、利用者が所有するデジタルスチルカメラや携帯端末に搭載されているデジタル
カメラには、撮影時に録音機能も併せ持っていることが前提である。デジタルカメラは、
予め利用者の声を登録して認識することができ、撮影時の録音データを認識された利用者
情報とともに画像データに関連付けて保存する。
【００３０】
　次に、画像出力受付端末１の基本的動作について説明する。
【００３１】
　画像出力受付端末１は、入力メディアから読み込んだ画像データを液晶ディスプレイ等
のタッチパネル付ディスプレイ１１に表示する。利用者は、タッチパネル付ディスプレイ
１１に設けられたタッチパネルにより、入力メディアや携帯端末等から読み込んだ画像の
中から印刷注文する画像を選択する。
【００３２】
　本実施の形態において、印刷注文の内容には、「プリント」と「フォトブック」の２種
類がある。「プリント」は、熱転写方式などで片面または両面に印画した用紙を出力する
（通常の画像印刷を行う）ものである。「フォトブック」は、画像やテキストを熱転写方
式などで片面または両面に印画した複数の用紙を用いて製本を行い、製本物を出力（提供
）するものである。
【００３３】
　利用者は、タッチパネル付ディスプレイ１１に表示された画面上で、印刷注文する画像
を選択した後、印刷の実行を指示すると、画像出力受付端末１内のコンピュータが内部プ
リンタに画像データを転送する。
【００３４】
　画像出力受付端末１は、利用者にプリント物の印刷注文に応じた料金を算出、表示し、
必要に応じてレシートプリンタによりレシート（引換券）を発行し、利用者に支払いを要
求する。画像出力受付端末１は、課金手段により利用者の入金が完了すると、印刷データ
の印刷を開始する。印刷されたプリント物は、プリント物取出口１９から排出され、利用
者に提供される。
【００３５】
　また画像出力受付端末１は、「フォトブック」を作成する場合、印刷されたプリント物
を内部製本機に搬送し、プリント物を所定の製本方法で製本する。製本されたフォトブッ
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クは、図示せぬフォトブック取出口から排出され、利用者に提供される。
　更に、本発明は、その場でプリント物を受け取る場合に限られず、いわゆる「オンライ
ン製本」にも適用可能である。「オンライン製本」とは、利用者などが所有するコンピュ
ータから同様の手順によってプリント物の発注を行い、業者がプリント物を製本し、郵送
によってプリント物を受け取るというものである。本発明を「オンライン製本」に適用す
る場合、後述する図６、図７に示す処理を実行する為のプログラムを、利用者などが所有
する汎用のコンピュータにインストールすることによって同様に実現することができる。
すなわち、画像出力受付端末とは、図６、図７に示す処理を実行する為のプログラムがイ
ンストールされた汎用のコンピュータも含むものである。
【００３６】
　なお、画像出力受付端末１は、料金算出、レシート（引換券）の発行を行うだけでなく
、課金機を装備しているため、利用者に入金を要求して現金による課金処理を行うように
することもできる。
【００３７】
　図２は、画像出力受付端末１のハードウエアの構成例を示すブロック図である。
【００３８】
　コンピュータ３０は、制御部３１、記憶部３２、入出力部３３、通信部３４等から構成
され、各種メディア読取部４１、通信部４２、シャッタ４３、モニタ４４、コインメック
４５、ビルバリ４６、レシートジャーナル処理部４７、およびプリンタ４８、および製本
機５０を制御する。
【００３９】
　制御部３１は、プログラムの実行を行うCPU（Central processing Unit）と、プログラ
ム命令あるいはデータ等を格納するためのRAM（Random Access Memory）、ROM（Read Onl
y Memory）等で構成される。制御部３１は、記憶部３２等に格納されたプログラムに従っ
て、バス３５を介して接続された各装置を制御する。
【００４０】
　記憶部３２には、制御部３１が実行するプログラム、プログラム実行に必要なデータ、
OS（Operating System）等が格納される。プログラムは、例えば、画像入力プログラム、
課金処理プログラム、レシート印刷処理プログラム、保守プログラム等である。データは
、例えば、画像データや印刷データ等である。
【００４１】
　プログラムのコードは、制御部３１により必要に応じて読み出され、RAMに移され、CPU
に読み出されて各種機能として実行される。
【００４２】
　入出力部３３は、記憶部３２に格納されているプログラム等の更新や、画像出力受付端
末１の設定等を行うメンテナンス時に用いられる。
【００４３】
　通信部３４は、通信制御装置、通信ポート等を有し、画像出力受付端末１と図示せぬネ
ットワーク間の通信を媒介する通信インターフェースである。通信部３４は、ネットワー
クを介して画像出力受付端末１と他の外部装置（例えば、後述するオンラインサイト）間
の通信制御を行う。
【００４４】
　各種メディア読取部４１は、メディア投入口１２の各メディアの挿入口に対応して画像
出力受付端末１内部に設けられ、挿入された入力メディアに予め記憶されている画像デー
タを読み込む。通信部４２は、通信口１３の各通信ポートに対応して設置されており、通
信中の携帯端末に予め記憶されている画像データを読み込む。
【００４５】
　シャッタ４３は、メディア投入口１２の各挿入口に設けられ、入力メディアの挿入口を
開閉し、読取処理の最中や、課金処理が完了するまで、入力メディアを取り出せないよう
にする。モニタ４４は、タッチパネル付ディスプレイ１１である。
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【００４６】
　コインメック４５、ビルバリ４６、レシートジャーナル処理部４７は、課金機能の役割
を果たす。コインメック４５は、硬貨投入口１６に対応して画像出力受付端末１内部に設
けられ、硬貨の入出力を管理する。ビルバリ４６は、紙幣挿入口１７に対応して画像出力
受付端末１内部に設けられ、紙幣の入出力を管理する。
【００４７】
　レシートジャーナル処理部４７は、レシート取出口１５に対応して画像出力受付端末１
内部に設けられ、利用者の徴収金額や注文内容に応じたレシートを印刷する。
【００４８】
　プリンタ４８は、プリント物取出口１９に対応して画像出力受付端末１内部に設けられ
、プリント物を印刷する。プリンタ４８は、画像データを印刷する高解像度カラープリン
タであり、熱転写プリンタあるいはインクジェット型など、プリンタの方式は特に問わな
い。印刷を行うべく紙は、シート状またはロール状である。
【００４９】
　製本機５０は、ローラや搬送路等を有し、プリンタ４８で印刷されたプリント物を所定
の製本方法で製本しフォトブック等の製本物を作成して出力する。
【００５０】
　なお、プリンタ４８は、画像出力受付端末１内部に設けられ、そこで印刷が行われるが
、これに限らず、例えば、通信部３４およびネットワークを介して接続されたプリンタサ
ーバに画像データを転送し、そこで印刷を行わせることも勿論可能である。また、製本機
５０も、画像出力受付端末１内部に設けられ、そこで製本が行われるが、これに限らず、
例えば、図示せぬ搬送路を介して接続された外部の製本機にプリント物を搬送し、そこで
製本を行わせるようにしてもよい。すなわち、画像出力受付端末１と、プリンタ４８、製
本機５０はそれぞれ別体であってもよい。
【００５１】
　図３は、製本機５０のハードウエアの構成例を示すブロック図である。
【００５２】
　製本機５０は、プリント物を折りたたむ折り機構５１、プリント物をホチキスや製本テ
ープ、背表紙、糊等で綴じる綴じ機構５２、プリント物を化粧断裁する裁断機構５３等を
備えるものを用いることができる。これらの機構としては、既知のものを使用できる。フ
ォトブックの製本方法の詳細については、特開２０１０－１３７５６４号公報等に記載さ
れている通り公知の技術である。
【００５３】
　図４は、画像出力受付端末１内のコンピュータ３０の機能構成例を示すブロック図であ
る。図４に示す機能部のうちの少なくとも一部は、図２の制御部３１により画像印刷プロ
グラムが実行されることによって実現される。
【００５４】
　入力制御部６１は、各種メディア読取部４１で読み込まれた画像データや通信部４２で
読み込まれた画像データの入力を制御する。
【００５５】
　表示制御部６２は、入力制御部６１に入力された画像データの一覧表示画面、画像デー
タの印刷サービスを利用者に提供するための画像出力サービス案内画面、および、音声デ
ータ付き画像データのテキスト編集を受け付けるためのテキスト編集画面等の各種画面の
モニタ４４上への表示を制御する。
【００５６】
　画像選択部６３は、モニタ４４に表示されている画像データの一覧表示画面において、
利用者による画像の選択を受け付ける。
【００５７】
　テキスト変換部６４は、画像選択部６３によって受け付けられた選択画像のうち、音声
データが付加されている場合には、その音声データをテキストに変換する。またテキスト
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変換部６４は、音声データの特徴量（音量や周波数など）を抽出し、その特徴量に応じて
、文字の種類（フォント）、文字のサイズ、文字の色などを決定する。ここで特徴量とし
ては、ＭＦＣＣ（Mel Frequency Cestrum Coefficient）などが利用できる。この特徴量
の詳細は、例えば、特開２００９－３０１１２５号公報等に記載されている通り、この分
野の当業者には周知であるため説明を省略する。
【００５８】
　テキスト編集部６５は、利用者によりテキストの編集が行われた場合、入力制御部６１
に入力された編集内容を表わす入力データに基づいて、テキスト変換部６４で変換された
テキストデータを更新（編集）する。
【００５９】
　課金部６６は、印刷注文に応じた料金を算出し、その算出結果をモニタ４４に表示させ
、利用者に支払いを要求する。また課金部６７は、コインメック４５やビルバリ４６の金
銭の入出力を管理する。
【００６０】
　印刷実行部６７は、課金部６６によって課金処理が完了すると、印刷対象の画像データ
（およびテキストデータも含む場合はテキストデータも）を所定位置に配した後、印刷デ
ータに変換し、印刷データの印刷を実行する。
【００６１】
　次に、図５のフローチャートを参照して、利用者が所有するデジタルスチルカメラや携
帯端末に搭載されているデジタルカメラを用いた、録音データ付き画像の撮影処理につい
て説明する。
【００６２】
　まず、録音データ付き画像の撮影処理の開始にあたり、事前処理として、ステップＳ１
において、デジタルカメラは、利用者の声を登録する。具体的には、利用者Ａが、「Ａで
す」と発話すると、その声の特徴量と「Ａ」が紐付けられて登録される。勿論、利用者が
複数人いる場合には、利用者毎の声の特徴量と、利用者を一意に識別する情報（名前、ニ
ックネームなど）が紐付けられて登録される。なお、話者の識別には、ＧＭＭ（Gaussian
 Mixture Model）などが利用できる。この話者識別の詳細は、例えば、特開２００９－３
０１１２５号公報等に記載されている通り、この分野の当事業者には周知であるため説明
を省略する。
【００６３】
　ステップＳ２において、デジタルカメラは、録音データ付き画像の撮影が開始されたか
否かを判定し、録音データ付き画像の撮影が開始されるまで待機する。例えば、利用者が
、録音ボタンを押下するか、シャッタボタンを半押しすることで、録音データ付き画像の
撮影が検知される。ステップＳ２において、デジタルカメラは、録音データ付き画像の撮
影が開始されたと判定すると、ステップＳ３に進み、利用者の操作に応じて撮影および録
音を行う。録音の終了時、利用者は、録音ボタンを再度押下する。
【００６４】
　録音が終了されると、ステップＳ４において、デジタルカメラは、撮影された画像デー
タと録音データを関連付けて記憶媒体に記憶する。このとき、ステップＳ１の処理で登録
された利用者の声に基づいて話者（利用者）が識別され、利用者情報も関連付けられる。
【００６５】
　ステップＳ５において、デジタルカメラは、再録音が指示されたか否かを判定し、再録
音が指示されていないと判定した場合、撮影処理を終了する。一方、デジタルカメラは、
再録音が指示されたと判定した場合、ステップＳ６に進み、ステップＳ４の処理で記憶媒
体に記憶された録音データを削除する。
【００６６】
　ステップＳ７において、デジタルカメラは、撮影された画像を表示させた状態で録音を
行う。例えば、利用者は、撮影された画像が表示されている状態において、録音ボタンを
押下して録音を開始し、終了時、再度録音ボタンを押下する。
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【００６７】
　ステップＳ８において、デジタルカメラは、ステップＳ３の処理で撮影された画像デー
タとステップＳ７の処理で再録音された録音データを関連付けて記憶媒体に記憶する。こ
のとき、ステップＳ１の処理で登録された利用者の声に基づいて、話者（利用者）が識別
され、利用者情報も関連付けられる。
【００６８】
　以上のようにして、利用者が所有するデジタルスチルカメラや携帯端末に搭載されてい
るデジタルカメラの記憶媒体には、音声データ付き画像データが記憶される。
【００６９】
　なお、本実施の形態で用いられる画像データには、デジタルカメラに搭載されている録
音機能によって録音された音声データが付加される以外にも、デジタルカメラに搭載され
ているテキスト追加機能によって、テキストデータが付加されているものもある。また、
画像データがデジタルカメラからパソコン等に取り込まれ、パソコン上でテキストデータ
が付加される場合もある。
【００７０】
　以上説明した録音データ付き画像の撮影処理は、録音データ付き画像の撮影が開始され
たことをトリガとして（ステップＳ２）、それ以降の処理が行われるようにしたが、これ
に限らず、通常の撮影処理が行われた後で、新規録音が指示された場合にも、ステップＳ
７およびステップＳ８の処理を行うことで、録音データ付き画像データを得ることができ
る。
【００７１】
　次に、図６および図７のフローチャートを参照して、画像出力受付端末１の処理につい
て説明する。この処理は、画像出力受付端末１が起動中、常に実行されているものである
。なお、画像出力受付端末１の起動中に表示される各画面を総称して、本発明では「画像
出力サービス案内画面」と呼ぶ。
【００７２】
　ステップＳ２１において、画像出力受付端末１の表示制御部６２は、タッチパネル付デ
ィスプレイ１１（モニタ４４）にサービス内容、手順、案内等を示すメニュー画面を表示
し、利用者に各種機能を選択させる。例えば、利用者は、タッチパネル付ディスプレイ１
１に表示されたメニュー画面から、入力メディアの種別や注文内容（プリントまたはフォ
トブック）等を選択し、案内に従って、所定のメディア投入口１２に入力メディアを挿入
する。
【００７３】
　ステップＳ２２において、画像出力受付端末１の入力制御部６１は、各種メディア読取
部４１によって読み取らせた入力メディアに記憶されている画像データを読み込む。
【００７４】
　ステップＳ２３において、画像出力受付端末１の表示制御部６２は、ステップＳ２２の
処理で読み込んだ画像データのサムネイル画像の一覧をタッチパネル付ディスプレイ１１
に表示する。
【００７５】
　図８は、サムネイル画面１００の表示例を示す図である。
【００７６】
　図８に示すように、サムネイル画面１００には、入力メディアから読み込んだ画像デー
タのサムネイル画像Ｐ１～Ｐ８が一覧表示されている。またマークＭ１は、対応する画像
データに音声データが付加されていることを表し、マークＭ２は、対応する画像データに
テキストデータが付加されていることを表している。図８の例の場合、サムネイル画像Ｐ
１、Ｐ４、Ｐ７に対応する画像データにはそれぞれ音声データが付加されており、サムネ
イル画像Ｐ２、Ｐ８に対応する画像データにはそれぞれテキストデータが付加されており
、サムネイル画像Ｐ５に対応する画像データには音声データとテキストデータが付加され
ている。
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【００７７】
　また、サムネイル画面１００には、画像の選択を決定するための「決定」ボタン１０１
、印刷注文をキャンセルするための「キャンセル」ボタン１０２も表示されている。
【００７８】
　利用者は、図８に示すサムネイル画面１００において、印刷注文する画像を選択し、「
決定ボタン」１０１を押下することで、次の画像出力サービス案内画面へと進むことがで
きる。また利用者は、「キャンセル」ボタン１０２を押下することで、メニュー画面に戻
ることができる。
【００７９】
　図６の説明に戻る。ステップＳ２４において、画像出力受付端末１の画像選択部６３は
、利用者による画像の選択を受け付けたか否かを判定し、画像の選択を受け付けるまで待
機する。そして、ステップＳ２４において、画像出力受付端末１の画像選択部６３は、画
像の選択を受け付けたと判定した場合、ステップＳ２５に進む。
【００８０】
　ステップＳ２５において、画像出力受付端末１のテキスト変換部６４は、画像選択部６
３で選択された画像データの中に、音声データ付き画像データがあるか否かを判定し、音
声データ付き画像データがあると判定した場合、ステップＳ２６に進む。
【００８１】
　ステップＳ２６において、画像出力受付端末１のテキスト変換部６４は、画像データに
付加されている音声データをテキストデータに変換する。このとき、テキスト変換部６４
は、音声データの特徴量や画像データに付加されている利用者情報から、文字の種類、文
字のサイズ、文字の色等を決定する。
【００８２】
　例えば、テキスト変換部６４は、音声データの特徴量や利用者情報から、文字の種類（
利用者Ａや女性ならば明朝、利用者Ｂや男性ならばゴシック、利用者Ｃや子供ならばポッ
プ体など）を決定したり、文字の色（利用者Ａや女性ならば赤、利用者Ｂや男性ならば青
、利用者Ｃや子供ならばピンクなど）を決定したりすることができる。また、声の大きさ
に応じて、文字のサイズを決定することができる。さらに、声が大きい場合には、感嘆符
を付けたり、女性や子供の声（高い周波数）の場合には、柔らかいイメージのフォントを
用いるようにすることができる。
【００８３】
　ステップＳ２７において、画像出力受付端末１の表示制御部６２は、テキスト変換部６
４によって変換されたテキストを確認する画面を、タッチパネル付ディスプレイ１１に表
示する。
【００８４】
　図９は、テキスト確認画面１１０の表示例を示す図である。図９に示すように、テキス
ト確認画面１１０には、音声データ付き画像データを表示するための表示エリア１１１、
変換されたテキストを表示するための表示エリア１１２が表示されている。
【００８５】
　表示エリア１１２に表示されているテキストにおいて、例えば、「わあ！かわいいケー
キ！すっごいおいしそう！」は、音声データの特徴量や利用者情報から大きな声で利用者
Ａにより発話されているため、他のテキストよりも大きい文字サイズで、かつ、赤色で表
示されている。「声大きいよ」は、音声データの特徴量や利用者情報から普通の声の大き
さで利用者Ｂにより発話されているため、通常の文字サイズで、かつ、青色で表示されて
いる。「あ。ごめんごめん。」と「これが、・・・想像以上においしいです。」は、音声
データの特徴量や利用者情報から普通の声の大きさで利用者Ａにより発話されているため
、通常の文字サイズで、かつ、赤色で表示されている。
【００８６】
　また、テキスト確認画面１１０には、対象の画像を変更するためのスクロールボタン１
１３Ｒ、１１３Ｌ、および、表示エリア１１２に表示されているテキストを編集するため



(12) JP 2012-146151 A 2012.8.2

10

20

30

40

50

の「編集する」ボタン１１４も表示されている。利用者は、図９に示すテキスト確認画面
１１０において、「編集する」ボタン１１４を選択することで、テキストを編集する画面
に進むことができる。
【００８７】
　図６の説明に戻る。ステップＳ２８において、画像出力受付端末１の入力制御部６１は
、編集が指示されたか否か、すなわち、テキスト確認画面１１０の「編集する」ボタン１
１４が押下されたか否かを判定し、編集が指示されたと判定した場合、ステップＳ２９に
進む。ステップＳ２９において、画像出力受付端末１の表示制御部６２は、テキストを編
集する画面をタッチパネル付ディスプレイ１１に表示する。
【００８８】
　図１０は、テキスト編集画面１２０の表示例を示す図である。図１０に示すように、テ
キスト編集画面１２０には、編集するテキストを表示するための表示エリア１２１、対象
の画像データを表示するための表示エリア１２２、フォントを編集するための編集領域１
２３、文字サイズを編集するための編集領域１２４、編集を完了する場合に押下される「
完了」ボタン１２５、および、テキストを変更する場合に文字入力するためのキーボード
１２６が表示されている。
【００８９】
　利用者は、図１０に示すテキスト編集画面１２０において、表示エリア１２１に表示さ
れているテキストのうち、編集したい所定のテキストを選択し、キーボード１２６を用い
て新たなテキストを入力したり、削除したりすることができるとともに、編集領域１２３
で所定のフォントを設定したり、編集領域１２４で所定の文字サイズを設定したりするこ
とができる。そして「完了」ボタン１２５を押下することで、編集を完了して図９に示し
たテキスト確認画面１１０へと戻ることができる。
【００９０】
　図６の説明に戻る。ステップＳ３０において、画像出力受付端末１の入力制御部６１は
、テキスト編集終了が指示されたか否か、すなわち、図示せぬ編集終了ボタンが押下され
たか否かを判定し、テキスト編集終了が指示されていないと判定した場合、ステップＳ２
７に戻り、上述した処理を繰り返し実行する。
【００９１】
　ステップＳ３０において、画像出力受付端末１の入力制御部６１が、テキスト編集終了
が指示されたと判定した場合、または、ステップＳ２５において、画像出力受付端末１の
テキスト変換部６４が、画像選択部６３で選択された画像データの中に、音声データ付き
画像データがないと判定した場合、または、ステップＳ２８において、画像出力受付端末
１の入力制御部６１が、編集が指示されていないと判定した場合、ステップＳ３１に進む
。
【００９２】
　ステップＳ３１において、画像出力受付端末１の表示制御部６２は、ステップＳ２１で
表示させたメニュー画面において利用者により入力された注文内容がフォトブックである
か否かを判定し、注文内容がフォトブックであると判定した場合、図７のステップＳ３２
に進む。
【００９３】
　ステップＳ３２において、画像出力受付端末１の表示制御部６２は、テキストデータを
対応する画像データの所定位置に配置し、印刷プレビュー画面（図示せず）をタッチパネ
ル付ディスプレイ１１に表示する。テキストデータは、デフォルトの位置（画像出力受付
端末１の管理者により予め設定されている位置）に配置されるが、利用者が自由に変更す
ることもできる。
【００９４】
　ステップＳ３２の処理の後、利用者によって印刷プレビュー画面の確認が行われると、
ステップＳ３３において、画像出力受付端末１の課金部６６は、利用者に対して、印刷注
文するフォトブックのページ数や冊数の指定等を促す。例えば、利用者は、タッチパネル
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付ディスプレイ１１に表示された注文画面から、作成するフォトブックのページ数や冊数
を入力する。また画像出力受付端末１の課金部６６は、利用者からの印刷注文に対する代
金の合計金額を算出し、タッチパネル付ディスプレイ１１に算出結果（印刷代金）を表示
する。
【００９５】
　ステップＳ３４において、画像出力受付端末１の印刷実行部６７は、印刷対象の画像デ
ータ（およびテキストデータも含む場合はテキストデータも）を印刷データに変換し、印
刷データをプリンタ４８で印刷させる。印刷されたプリント物は、製本機５０に搬送され
、所定の製本方法で製本され、図示せぬフォトブック取出口から排出され、フォトブック
として利用者に提供される。
　更に、前述したように、本発明は、その場でプリント物を受け取る場合に限られず、「
オンライン製本」にも適用可能である。「オンライン製本」の場合、利用者が、自宅など
に設置されているコンピュータから同様の手順によってプリント物の発注を行い、業者が
プリント物を製本し、郵送によってプリント物が提供される。
【００９６】
　そして、フォトブック作成終了後、画像出力受付端末１の制御部３１は、図６のステッ
プＳ２１に戻り、メニュー画面を再び表示し、待機状態となる。
【００９７】
　一方、ステップＳ３１において、画像出力受付端末１の表示制御部６２は、注文内容が
フォトブックではない、つまり通常のプリントであると判定した場合、図７のステップＳ
３５に進む。ステップＳ３５において、画像出力受付端末１の表示制御部６２は、テキス
トデータの挿入位置を指定する画面（図示せず）をタッチパネル付ディスプレイ１１に表
示する。利用者は、テキストデータの挿入位置を、画像内、画像外の余白、あるいは、裏
面などに設定することができる。
【００９８】
　ステップＳ３５において、画像出力受付端末１の入力制御部６１は、テキスト位置が指
定されたか否かを判定し、テキスト位置が指定されるまで待機する。そして、ステップＳ
３５において、画像出力受付端末１の入力制御部６１は、テキスト位置が指定されたと判
定した場合、ステップＳ３３に進む。
【００９９】
　ステップＳ３３において、画像出力受付端末１の課金部６６は、利用者に対して、印刷
注文する画像の印刷枚数の指定等を促す。例えば、利用者は、タッチパネル付ディスプレ
イ１１に表示された注文画面から、印刷する画像の印刷枚数を入力する。また画像出力受
付端末１の課金部６６は、利用者からの印刷注文に対する代金の合計金額を算出し、タッ
チパネル付ディスプレイ１１に算出結果（印刷代金）を表示する。
【０１００】
　ステップＳ３４において、画像出力受付端末１の印刷実行部６７は、印刷対象の画像デ
ータ（およびテキストデータも含む場合はテキストデータも）を印刷データに変換し、印
刷データをプリンタ４８で印刷させる。印刷されたプリント物は、プリント物取出口１９
から排出され、利用者に提供される。
【０１０１】
　そして、印刷終了後、画像出力受付端末１の制御部３１は、図６のステップＳ２１に戻
り、メニュー画面を再び表示し、待機状態となる。
【０１０２】
　［発明の実施の形態における効果］
　１．以上のように、印刷注文された画像データに音声データが付加されている場合には
、音声データをテキストデータに変換し、画像とともに印刷することができる。
【０１０３】
　２．また、音声データの特徴量や利用者情報に基づいて設定された、文字の種類、文字
のサイズ、文字の色などを利用者が自由に編集することができるため、娯楽性のあるプリ
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ントサービスを提供することができる。
【０１０４】
　３．また、撮影時に録音された音声データをテキストデータに変換して印刷することで
、利用者は、撮影時のシチュエーションをいつでも思い出すことができる。例えば、メモ
代わりに会議風景の撮影と録音を行うようにしたり、結婚式の場面でメッセージとともに
撮影したり、料理の手順や分量を話しながら撮影したりすることにより、利用者は、撮影
から長時間経過した場合にも、音声データ付き画像データを印刷することで、どのような
目的で撮影されたものかを容易に知ることができる。
【０１０５】
［変形例］
　１．以上においては、図８に示したようなサムネイル画面１００を表示させ、利用者に
、印刷注文する画像を選択させるようにしたが、本実施の形態はこれに限らず、音声デー
タ付き画像データを予め絞り込み、その中から印刷注文する画像を選択させるようにする
こともできる。
【０１０６】
　図１１は、音声付き画像選択画面１３０の表示例を示す図である。
【０１０７】
　図１１に示すように、音声付き画像選択画面１３０には、入力メディアから読み込んだ
画像データが日付毎に分類（区別）され、画像フォルダ１３１、１３２として表示されて
いる。また音声付き画像選択画面１３０には、画像フォルダ１３１内に格納されている音
声付き画像データを選択するための選択ボタン１３１Ａ、画像フォルダ１３１内に格納さ
れている全画像データを選択するための選択ボタン１３１Ｂ、画像フォルダ１３２に格納
されている音声付き画像データを選択するための選択ボタン１３２Ａ、画像フォルダ１３
２内に格納されている全画像データを選択するための選択ボタン１３２Ｂが表示されてい
る。
【０１０８】
　つまり、図１１に示す音声付き画像選択画面１３０を表示する前に、制御部３１により
日付毎および音声データの有無で画像データが絞り込み検索され、日付および音声データ
の有無で分類された画像フォルダが選択可能になされている。
【０１０９】
　例えば、利用者は、図１１に示す画像選択画面１３０において、選択ボタン１３１Ａを
選択することで、図１２に示すプリント方法選択画面１４０へと進むことができる。
【０１１０】
　図１２に示すように、プリント方法選択画面１４０には、「２０１０年１０月１０日」
の日付情報を有する画像データのうち、音声データ付き画像データのみが絞り込み検索さ
れ、検索された音声データ付き画像データが格納された画像フォルダが表示されている。
またプリント方法選択画面１４０には、絞り込み検索された音声データ付き画像データを
全て印刷注文するための選択ボタン１４１、絞り込み検索された音声データ付き画像デー
タのサムネイル画像の一覧を表示するための選択ボタン１４２も表示されている。
【０１１１】
　利用者は、図１２に示すプリント方法選択画面１４０において、絞り込み検索された音
声データ付き画像データを全て印刷注文する場合には、選択ボタン１４１を押下すること
で、次の処理へと進むことができる。つまり、選択ボタン１４１が押下されると、図６の
ステップＳ２５の処理に進み、上述したようにして、音声データがテキストデータに変換
され、必要に応じてテキストデータが編集されたれた後、印刷が実行され、フォトブック
またはプリント物が提供される。
【０１１２】
　また利用者は、図１２に示すプリント方法選択画面１４０において、絞り込み検索され
た音声データ付き画像データのサムネイル画像の一覧を表示する場合には、選択ボタン１
４２を押下することで、次の処理へと進むことができる。つまり、選択ボタン１４２が押
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下されると、図６のステップＳ２３の処理に進み、図８に示したようなサムネイル画面１
００が表示される。それ以降の処理は、上述した通りである。
【０１１３】
　以上のように、利用者が印刷注文すると推測される音声データ付き画像データを予め絞
り込み検索することにより、利用者は、容易に音声データ付き画像データのみの印刷注文
を行うことができる。
【０１１４】
　２．また以上においては、音声データやテキストデータが付加された画像データを印刷
する場合を例に挙げ説明したが、本実施の形態はこれに限らず、GPS（Global Positionin
g System）情報が付加された画像データを用いて、旅の足取りを示す地図を印刷すること
も可能である。この場合、利用者が所有するデジタルスチルカメラや携帯端末に搭載され
ているデジタルカメラに、位置情報を検出するためのGPS受信機などが実装され、撮影さ
れた画像データに、撮影ポイントとして検出されたGPS情報が付加される。また画像出力
受付端末１の記憶部３２には、地図配信サーバ（図示せぬ）から受信した地図データが記
憶される。
【０１１５】
　画像出力受付端末１の表示制御部６２は、入力制御部６１が読み込んだ、音声データ、
テキストデータ、またはGPS情報が付加された画像データのサムネイル画像の一覧をタッ
チパネル付ディスプレイ１１に表示する。
【０１１６】
　図１３は、サムネイル画面１５０の表示例を示す図である。
【０１１７】
　図１３に示すように、サムネイル画面１５０には、入力メディアから読み込んだ画像デ
ータのサムネイル画像Ｐ１～Ｐ８が一覧表示されている。マークＭ１、Ｍ２は、対応する
画像データに、音声データまたはテキストデータが付加されていることを表している。マ
ークＭ３は、対応する画像データにGPS情報が付加されていることを表している。図１３
の例の場合、サムネイル画像Ｐ１、Ｐ４、Ｐ７に対応する画像データにはそれぞれ音声デ
ータとGPS情報が付加されており、サムネイル画像Ｐ２、Ｐ８に対応する画像データには
それぞれテキストデータが付加されており、サムネイル画像Ｐ５に対応する画像データに
は音声データ、テキストデータ、およびGPS情報が付加されている。
【０１１８】
　利用者は、図１３に示すサムネイル画面１５０において、旅の足取りを示す地図に印刷
する画像（撮影ポイント）を選択すると、画像出力受付端末１の表示制御部６２は、選択
された画像データに付加されているGPS情報に基づいて、記憶部３２から地図データを読
み出し、図１４に示す旅の足取りを示す地図画面をタッチパネル付ディスプレイ１１に表
示する。
【０１１９】
　図１４は、地図画面１６０の表示例を示す図である。図１４に示すように、地図画面１
６０には、旅の足取り地図を表示するための表示エリア１６１、地図を印刷注文する場合
に押下される「ＯＫ」ボタン１６２、地図の印刷注文をキャンセルする場合に押下される
「キャンセル」１６３が表示されている。
【０１２０】
　図１４に示す表示エリア１６１には、「１０：００」に撮影された画像データ、「１２
：００」に撮影された画像データ、「１４：００」に撮影された画像データ、「１７：０
０」に撮影された画像データにそれぞれ付加されているGPS情報に基づいて、地図上の所
定位置に撮影ポイントおよび撮影時刻が示されている。
【０１２１】
　以上のように、利用者は、撮影時に検出されたGPS情報に基づいて、旅の足取りを示す
地図も印刷注文することができる。
【０１２２】
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　また、旅の足取りを示す地図の印刷において、選択された画像データに付加されている
GPS情報が広範囲に亘っている場合には、地図を適切なサイズに縮小したり、あるいは、
複数枚に分割したりして印刷することができる。
【０１２３】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明に係る画像出力受付端末等の好適な実施形態に
ついて説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した
技術的思想の範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１２４】
　１………画像出力受付端末
　１１………タッチパネル付ディスプレイ
　３１………制御部
　６１………入力制御部
　６２………表示制御部
　６４………テキスト変換部
　６７………印刷実行部

【図１】 【図２】
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